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１ 

壱岐市税条例等の一部を改正する条例【第１条関係】 

壱岐市税条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条から第３６条の３まで （略） 第１条から第３６条の３まで （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ （略） 第３６条の３の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 給与所得者は、第１項及び第2項の規定による申告書の提出 

の際に経由すべき給与支払者が所得税法第１９８条第２項に規 

定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施 

行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当 

該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方 

法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 

を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第 

４項において同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出 

の際に経由すべき給与支払者が令第４８条の９の７の２におい 

て準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合に 

は、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代え 

て、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電 

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 

の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。 

次条第４項及び第５３条の９第３項において同じ。）により提 

供することができる。 

５ （略） ５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ （略） 第３６条の３の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６第６

項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法により提供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき公的年金等支払者が令第４８条の９の７の３にお

いて準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法により提供することができる。 

５ （略） ５ （略） 



２ 

第３６条の４から第５３条の７の２まで （略） 第３６条の４から第５３条の７の２まで （略） 

 （特別徴収税額）  （特別徴収税額） 

第５３条の８ 第５３条の７の規定により徴収すべき分離課税に

係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に掲げる税額とする。 

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定

による申告書（以下この条、次条第２項及び第５３条の１０第

１項において「退職所得申告書」という。）に、その支払うべ

きことが確定した年において支払うべきことが確定した他の

退職手当等で既に支払がされたもの（次号及び次条第１項に

おいて「支払済みの他の退職手当等」という。）がない旨の記

載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第５３

条の３及び第５３条の４の規定を適用して計算した税額

第５３条の８ 第５３条の７の規定により徴収すべき分離課税に

係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に掲げる税額とする。 

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定

による申告書（以下この条、次条第２項及び第３項並びに第５

３条の１０第１項において「退職所得申告書」という。）に、 

その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが

確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの（次号及び

次条第１項において「支払済みの他の退職手当等」という。） 

がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額に

ついて第５３条の３及び第５３条の４の規定を適用して計算

した税額

(2) （略） (2) （略）

２ （略） ２ （略） 

 （退職所得申告書）  （退職所得申告書） 

第５３条の９ （略） 第５３条の９ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の

提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第４８条

の１８において準用する令第８条の２の２に規定する要件を満

たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得

申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対

し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により

提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用に

ついては、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得

申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理された



３ 

とき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、

「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 

第５３条の１０から第８１条の３まで （略） 第５３条の１０から第８１条の３まで （略） 

 （環境性能割の税率） （環境性能割の税率） 

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課

する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の１

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の２

(3) （略）

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課

する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分

の１

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分

の２

(3) （略）

第８１条の５から第１５１条まで （略） 第８１条の５から第１５１条まで （略） 

附 則 附 則 

第１条から第１０条まで （略） 第１条から第１０条まで （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第２６項に規定する条例で定める割合は、２

分の１とする。 

３ 法附則第１５条第２３項に規定する条例で定める割合は、２

分の１とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２４項第１号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２７項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第３号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２４項第３号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 



４ 

７ 法附則第１５条第２８項第１号に規定する条例で定める割合 

は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第１号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第２８項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第１号イに規定する設備について同

号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同

号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１３ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１４ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１４ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１６ 法附則第１５条第３０項第３号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

１９ 法附則第１５条第３０項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２０ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、

２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は、

２分の１とする。 

２１ 法附則第１５条第３９項に規定する条例で定める割合は、 ２１ 法附則第１５条第３５項に規定する条例で定める割合は、
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３分の２とする。 ３分の２とする。 

２２ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は、

零とする。 

２３ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２２ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２４ （略） ２３ （略） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３（略） 

（阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようと

する者がすべき申告等） 

第１０条の４ 法附則第１６条の２第１０項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに

次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第７条の２第１３

項第１号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務

者が令附則第１２条の２第１１項第２号から第４号までに掲

げる者である場合にあっては、同項第１号に掲げる者との関

係 

(2) 法附則第１６条の２第１０項の規定の適用を受けようと

する家屋（次号において「特例適用家屋」という。）の所在、

家屋番号、種類、構造及び床面積（法附則第１５条の８第３項

又は第５項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、

前条第２項第２号又は第４項第２号に掲げる事項） 

(3) 特例適用家屋を取得し、又は改築した年月日（法附則第１

５条の６第１項若しくは第２項又は第１５条の８第３項から

第５項までの規定の適用を受けようとする場合にあっては、

前条第１項第３号、第２項第３号、第３項第３号又は第４項第

３号に掲げる事項） 

(4) 令附則第１２条の２第１１項第１号に規定する被災家屋



６ 

（次号において「被災家屋」という。）の床面積 

(5) 被災家屋が共有物である場合にあっては、当該家屋に係る

各共有者の持分の割合

(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める

事項

２ 法附則第１６条の２第１０項の規定の適用を受ける家屋に係

る平成１７年度から平成２０年度までの各年度分の固定資産税

については、前条第１項から第４項までの規定は適用しない。 

（土地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の固定資産税の特例に関する用語の意義） 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税の特例に関する用語の意義） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

（令和元年度又は令和２年度における土地の価格の特例） （令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例） 

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似

の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、か

つ、市長が土地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認

める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第６１条の規定にかかわらず、令和元年度分又は令和２年

度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条

の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登

録されたものとする。 

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似

の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、か

つ、市長が土地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認

める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第６１条の規定にかかわらず、令和４年度分又は令和５年

度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条

の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登

録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和元年度適用土地又

は令和元年度類似適用土地であって、令和２年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にか

かわらず、修正された価格（法附則第１７条の２第２項に規定す

る修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又

は令和４年度類似適用土地であって、令和５年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にか

かわらず、修正された価格（法附則第１７条の２第２項に規定す

る修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 
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（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各

年度分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年

度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額

を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整固定資産税額とする。 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額

を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分

の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超

える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び

令和５年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 
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３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び

令和５年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の

規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６

以上０．７以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該

商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産

税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等据置固定

資産税額」という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６

以上０．７以下のものに係る令和３年度から令和５年度までの各

年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税

の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等据置固定資

産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７

を超えるものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に

１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７

を超えるものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１

０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当
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当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）

とする。 

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）

とする。 

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の固定資産税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税

額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度

の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合

には、当該農地調整固定資産税額とする。 

第１３条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分

の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分

に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３

年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標

準額）を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。 

負担水準の区分 負担調整率 

０．９以上のもの １．０２５ 

０．８以上０．９未満のもの １．０５ 

０．７以上０．８未満のもの １．０７５ 

０．７未満のもの １．１ 

負担水準の区分 負担調整率 

０．９以上のもの １．０２５ 

０．８以上０．９未満のもの １．０５ 

０．７以上０．８未満のもの １．０７５ 

０．７未満のもの １．１ 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

 （特別土地保有税の課税の特例）  （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用があ

る宅地等（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用があ

る宅地等（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、



１０ 

法第３４９条の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して

課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の特別土地

保有税については、第１３７条第１号及び第１４０条の５中「当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項から第５

項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

法第３４９条の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して

課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の特別土地保

有税については、第１３７条第１号及び第１４０条の５中「当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項から第５

項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得の

うち平成１８年１月１日から令和３年３月３１日までの間にさ

れたものに対して課する特別土地保有税については、第１３７条

第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第１１条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標準と

なるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令

第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条

の３８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定

の適用がないものとした場合における価格をいう。）に２分の１

を乗じて得た額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得の

うち平成１８年１月１日から令和６年３月３１日までの間にさ

れたものに対して課する特別土地保有税については、第１３７条

第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第１１条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標準と

なるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令

第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条

の３８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定

の適用がないものとした場合における価格をいう。）に２分の１

を乗じて得た額」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税）  （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において 

準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の 

ものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪 

以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和３年３月 

３１日までの間（附則第１５条の６第３項において「特定期間」 

という。）に行われたときに限り、第８０条第１項の規定にかか 

わらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第５

項において準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車

（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、

当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和

３年１２月３１日までの間（附則第１５条の６第３項において

「特定期間」という。）に行われたときに限り、第８０条第１項

の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）  （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２の２ （略） 第１５条の２の２ （略） 
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２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条

第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）又は法第４

５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項     

において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の

認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条

第１項（同条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）

又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条

第４項又は第５項において準用する場合を含む。）の適用を受け

る３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定す

る国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき

当該判断をするものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第１５条の３から第１５条の６まで （略） 第１５条の３から第１５条の６まで （略） 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例）  （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車

に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する

車両番号の指定（次項から第５項までにおいて「初回車両番号指

定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属

する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８２条の

規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車

に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する

車両番号の指定（次項から第８項までにおいて「初回車両番号指

定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属

する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８２条の

規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回
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回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６

条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び

次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上の

ものに対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１

日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６

条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この条     

において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のもの

に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽
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自動車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１

日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

自動車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動

車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

５ （略） ５ （略） 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車（自家用の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和

４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限

り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソ

リン軽自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受
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けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガ

ソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソ

リン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の

乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３

輪以上の軽自動車が前条第２項から第５項までの規定の適用を

受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づ

き当該判断をするものとする。 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３

輪以上の軽自動車が前条第２項から第８項までの規定の適用を

受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づ

き当該判断をするものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１６条の３から第２１条の２まで （略） 第１６条の３から第２１条の２まで （略） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす

る者がすべき申告等） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす

る者がすべき申告等） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 
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２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から令和

３年度までの各年度分の固定資産税については、第７４条の規

定は適用しない。 

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から令和

８年度までの各年度分の固定資産税については、第７４条の規

定は適用しない。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第２３条から第２５条まで （略） 第２３条から第２５条まで （略） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控

除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控

除の特例） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイ

ルス感染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合

における附則第７条の３の２第１項の規定の適用については、同

項中「令和１５年度」とあるのは「令和１７年度」と、「令和３

年」とあるのは「令和４年」とする。 
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壱岐市税条例等の一部を改正する条例【第２条関係】 

壱岐市税条例の一部を改正する条例（令和２年壱岐市条例第１９号） 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

 （壱岐市税条例の一部改正）  （壱岐市税条例の一部改正） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

第２条 壱岐市税条例の一部を次のように改正する。 第２条 壱岐市税条例の一部を次のように改正する。 

（中略） （中略） 

  第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３

項」を「第３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、

第１１項及び第１３項」を「第９項、第１０項及び第１２項」

に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３

５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３

項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第

５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を

「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第

２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中

「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の

３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９

項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３

７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を

「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１

条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第

２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を

「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に

改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１

項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１

条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条

第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３

項」を「第３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、

第１１項及び第１３項」を「第９項、第１０項及び第１２項」

に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３

５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３

項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第

５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を

「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第

２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中

「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の

３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９

項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３

７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を

「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１

条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第

２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を

「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に

改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１

項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１

条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条

第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３
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４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改

め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条

の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中

「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」

に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を

「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を

同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」

に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０

項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の

５第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を

同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２

項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４

項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」

に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１

項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５

項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」

に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若

しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用す

る場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項と

する。 

４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改

め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条

の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中

「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第６０項」

に、「同条第４２項」を「同条第６０項」に、「第１２項」を

「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を

同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」

に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０

項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の

５第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を

同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２

項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４

項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」

に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６９

項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５

項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」

に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若

しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用す

る場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項と

する。 

 第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１

項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項

又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第４

項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２項

又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の

場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連

結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１

項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項

又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第４

項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２項

又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の

場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連

結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親
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法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支

配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出

し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第

２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は

第１９項」を「又は第３１項」に改める。 

法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支

配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出

し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第

２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は

第１９項」を「又は第３１項」に、「第４８条の１５の５第４

項」を「第４８条の１５の４第４項」に改める。 

第５２条第４項から第６項までを削る。 第５２条第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８

条の１５の４第４項」に改め、同条第４項から第６項までを削

る。 

（中略） （中略） 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。附則第４条第

１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項

の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申

告書の提出期限」を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８

第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 

以 下 （略） 以 下 （略） 
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壱岐市監査委員条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）第１９５条第２項、第２００条第２項及び

第２０２条の規定に基づき、壱岐市監査委員（以下「監査委

員」という。）の定数、事務局の設置その他監査委員に関し必

要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）第１９５条第２項、第１９６条第１項ただ

し書、第２００条第２項及び第２０２条の規定に基づき、壱岐

市監査委員（以下「監査委員」という。）の定数、事務局の設

置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 （略） 第２条 （略） 

（議員のうちから選任する監査委員） 

第３条 監査委員は、議員のうちから選任しない。 

 （事務局の設置） （事務局の設置） 

第３条 （略） 第４条 （略） 

（請求又は要求による監査） （請求又は要求による監査） 

第４条 監査委員は、法第７５条第１項、第９８条第２項、第２

４２条第１項若しくは第２４３条の２の規定による監査の請求

又は法第１９９条第６項若しくは第７項、第２３５条の２第２

項若しくは地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２

７条の２第１項の規定による監査の要求があったときは、当該

監査の請求又は要求を受理した日から５日以内に監査に着手し

なければならない。 

第５条 監査委員は、法第７５条第１項、第９８条第２項、第２

４２条第１項若しくは第２４３条の２の２第３項の規定による

監査の請求又は法第１９９条第６項若しくは第７項、第２３５

条の２第２項若しくは地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号）第２７条の２第１項の規定による監査の要求があったと

きは、当該監査の請求又は要求を受理した日から５日以内に監

査に着手しなければならない。 

（定例監査） （定例監査） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

（随時監査及び財政援助を与えているもの等に対する監査） （随時監査及び財政援助を与えているもの等に対する監査） 

第６条 （略） 第７条 （略） 

（決算等の審査） （決算等の審査） 

第７条 （略） 第８条 （略） 
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（現金出納の検査） （現金出納の検査） 

第８条 （略） 第９条 （略） 

 （公金の収納等の監査） （公金の収納等の監査） 

第９条 （略） 第１０条 （略） 

（公表の方法） （公表の方法） 

第１０条 （略） 第１１条 （略） 

（委任） （委任） 

第１１条 （略） 第１２条 （略） 

以 下 （略） 以 下 （略） 



２１ 

壱岐市監査委員条例【附則関係】 

壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略） 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬の額（円） 費用弁償 

（中略） （中略） 壱岐市職

員の旅費

に関する

条例（平成

１６年壱

岐市条例

第４４号）

に規定す

る副市長

の旅費 

３ 監査

委員 

代表監査委

員 

月額 ８３，０００ 

委員（識見） 月額 ７４，０００ 

委員（議選） 月額 ４６，０００ 

（中略） （中略） 

（以下略） （以下略） （以下略） 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬の額（円） 費用弁償 

（中略） （中略） 壱岐市職

員の旅費

に関する

条例（平成

１６年壱

岐市条例

第４４号）

に規定す

る副市長

の旅費 

３ 監査

委員 

代表監査委

員 

月額 ８３，０００ 

委員（識見） 月額 ７４，０００ 

（中略） （中略） 

（以下略） （以下略） （以下略） 



壱岐市固定資産評価審査委員会条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条から第３条まで （略） 第１条から第３条まで （略） 

 （審査の申出）  （審査の申出） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 審査申出書には、審査申出人（審査申出人が、法人その他の

社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選した

ときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人）

が押印しなければならない。 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

第５条及び第６条 （略） 第５条及び第６条 （略） 

（審査申出人の口頭による意見陳述） （審査申出人の口頭による意見陳述） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

（口頭審理） （口頭審理） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれ

に署名押印しなければならない。 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２２
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６・７ （略） ６・７ （略） 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

（実地調査）  （実地調査） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（議事についての調書） （議事についての調書） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した

委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければなら

ない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

以 下 （略） 以 下 （略） 



壱岐市手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

番号 手数料を徴収する事項 単位 金額 

（中略） （中略） （中略） （中略） 

１０ 個人番号カードの再交付（行

政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等

に関する法律に規定する個人

番号、個人番号カード、特定個

人情報の提供等に関する省令

（平成２６年総務省令第８５

号）第２８条第１項の規定に

基づく個人番号カードの再交

付又は行政手続における特定

の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律施行令

（平成２６年政令第１５５

号）第１５条第２項から第４

項までの規定に基づく個人番

号カードの返納後の個人番号

カードの再交付） 

１件につき ８００円 

１１ （略） （略） （略） 

１２ （略） （略） （略） 

１３ （略） （略） （略） 

番号 手数料を徴収する事項 単位 金額 

（中略） （中略） （中略） （中略） 

１０ （略） （略） （略） 

１１ （略） （略） （略） 

１２ （略） （略） （略） 

２４



２５ 

１４ （略） （略） （略） 

１５ （略） （略） （略） 

１６ （略） （略） （略） 

１７ （略） （略） （略） 

１８ （略） （略） （略） 

１９ （略） （略） （略） 

２０ （略） （略） （略） 

２１ （略） （略） （略） 

２２ （略） （略） （略） 

２３ （略） （略） （略） 

２４ （略） （略） （略） 

２５ （略） （略） （略） 

２６ （略） （略） （略） 

２７ （略） （略） （略） 

２８ （略） （略） （略） 

２９ （略） （略） （略） 

３０ （略） （略） （略） 

３１ （略） （略） （略） 

３２ （略） （略） （略） 

３３ （略） （略） （略） 

３４ （略） （略） （略） 

３５ （略） （略） （略） 

３６ （略） （略） （略） 

３７ （略） （略） （略） 

３８ （略） （略） （略） 

３９ （略） （略） （略） 

４０ （略） （略） （略） 

１３ （略） （略） （略） 

１４ （略） （略） （略） 

１５ （略） （略） （略） 

１６ （略） （略） （略） 

１７ （略） （略） （略） 

１８ （略） （略） （略） 

１９ （略） （略） （略） 

２０ （略） （略） （略） 

２１ （略） （略） （略） 

２２ （略） （略） （略） 

２３ （略） （略） （略） 

２４ （略） （略） （略） 

２５ （略） （略） （略） 

２６ （略） （略） （略） 

２７ （略） （略） （略） 

２８ （略） （略） （略） 

２９ （略） （略） （略） 

３０ （略） （略） （略） 

３１ （略） （略） （略） 

３２ （略） （略） （略） 

３３ （略） （略） （略） 

３４ （略） （略） （略） 

３５ （略） （略） （略） 

３６ （略） （略） （略） 

３７ （略） （略） （略） 

３８ （略） （略） （略） 

３９ （略） （略） （略） 



２６ 

４１ （略） （略） （略） 

４２ （略） （略） （略） 

４３ （略） （略） （略） 

４４ （略） （略） （略） 

４５ （略） （略） （略） 

４６ （略） （略） （略） 

４７ （略） （略） （略） 

４８ （略） （略） （略） 

４９ （略） （略） （略） 

５０ （略） （略） （略） 

５１ （略） （略） （中略） （中略） 

５２ （略） （中略） （中略） 

５３ （略） （略） （略） 

４０ （略） （略） （略） 

４１ （略） （略） （略） 

４２ （略） （略） （略） 

４３ （略） （略） （略） 

４４ （略） （略） （略） 

４５ （略） （略） （略） 

４６ （略） （略） （略） 

４７ （略） （略） （略） 

４８ （略） （略） （略） 

４９ （略） （略） （略） 

５０ （略） （略） （中略） （中略） 

５１ （略） （中略） （中略） 

５２ （略） （略） （略） 



２７ 

壱岐市水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第６条まで （略） 第１条から第６条まで （略） 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の２第８項の規定により水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５万円以

上である場合とする。 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の２の２第８項の規定により水道事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を

得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５万

円以上である場合とする。 

以 下 （略） 以 下 （略） 



１． 1

２． 2～4

３． 5

４． 6

令和２年度３月３１日専決補正予算概要

資 料２

壱　岐　市

各会計予算額一覧

３月３１日専決補正予算の概要

基金の状況（見込み）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障施策に要する経費



○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 3/31専決補正予算額 補正後予算額

28,298,000 △ 89,000 28,209,000 

3,831,002 3,831,002 

50,719 50,719 

3,881,721 3,881,721 

363,156 363,156 

3,743,078 3,743,078 

45,378 45,378 

3,788,456 3,788,456 

311,904 △ 900 311,004 

120,889 120,889 

143,004 143,004 

8,609,130 △ 900 8,608,230 

36,907,130 △ 89,900 36,817,230 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 3/31専決補正予算額 補正後予算額

収益的収入 834,969 834,969 

収益的支出 803,702 803,702 

資本的収入 265,010 265,010 

資本的支出 323,652 323,652 

農業機械銀行特別会計

令和２年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

事業勘定

診療施設勘定

計

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険
事業特別

会計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

下水道事業特別会計

三島航路事業特別会計

合　　　　計

一般会計、特別会計の合計

会　計　名

水道事業会計

1



予算書

国費 県費 地方債 その他 ページ

2総務費 1総務管理費 3財政管理費 財政調整基金積立金 0 250,000 250,000 250,000 地方財政法第7条第1項に基づき、令和元年度
の剰余金（433,221千円）の2分の1以上の額を
積み立てる。

財政
課

16～
17

6企画費 ふるさと応援寄附金事業 610,921 △ 147,500 463,421 △ 152,035 4,535 ふるさと応援寄附金実績による事業費用の減
及び基金積立金の減。

政策
企画
課

16～
17

移住・定住促進プロジェクト
事業

48,200 △ 28,500 19,700 △ 28,614 114 定住奨励事業等補助金の交付実績による減。 政策
企画
課

16～
17

4衛生費 1保健衛生費 3環境衛生費 火葬場管理費 146,612 △ 12,700 133,912 △ 10,300 △ 2,400 旧葬斎場解体工事の実績による減。 環境
衛生
課

20～
21

5農林水産
業費

1農業費 4畜産業費 家畜導入事業 24,900 △ 14,100 10,800 △ 5,600 △ 8,500 補助金の交付実績による減。 農林
課

22～
23

令和2年度3月31日専決補正予算の概要
■一般会計 （単位：千円）

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

事業内容等 所属特 定 財 源
一般財源

ふるさと応

援寄附金

△91,300

ふるさと応

援基金繰入

金△60,735

ふるさと

応援基金

繰入金

過疎対策

事業債

過疎地域

自立促進

特別事業

基金繰入

金

2



予算書

国費 県費 地方債 その他 ページ

令和2年度3月31日専決補正予算の概要
■一般会計 （単位：千円）

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

事業内容等 所属特 定 財 源
一般財源

5農林水産
業費

2林業費 2林業振興費 森林環境譲与税基金積立金 6,438 76 6,514 76 森林環境譲与税の増に伴う、積立金の増。 農林
課

22～
23

3水産業費 1水産業総務費 壱岐栽培センター管理費 48,650 △ 4,606 44,044 △ 6,080 1,474 実績による減。 水産
課

22～
23

3水産業費 2水産業振興費 漁業用燃油対策事業 65,665 △ 27,400 38,265 △ 27,400 0 補助金の交付実績による減。 水産
課

22～
23

9教育費 1教育総務費 2事務局費 教育振興基金積立金 0 1,000 1,000 1,000 0 指定寄附に伴う、積立金の増。 教育
総務
課

26～
27

過疎地域

自立促進

特別事業

基金繰入

金

栽培漁業

振興基金

繰入金

教育振興

指定寄附

金

3



予算書

国費 県費 地方債 その他 ページ

1下水道事
業費

2施設整備費 1施設整備費 施設整備費（補助） 43,137 △ 900 42,237 △ 900 0 事業実績による減。 上下
水道
課

10～
11

令和2年度3月31日専決補正予算の概要
■下水道事業特別会計 （単位：千円）

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

事業内容等 所属特 定 財 源
一般財源

4



○積立基金  (単位：千円）

1,203,668 292 150,000 1,053,960 250,290 200,000 1,104,250

1,765,159 247 1,000,000 765,406 782 400,000 366,188

315,607 131 184,000 131,738 32 105,900 25,870

692,770 0 3,500 689,270 0 2,300 686,970

183,898 19 6,900 177,017 19 10,200 166,836

40,775 0 0 40,775 0 0 40,775

149,116 26 20,000 129,142 19 3,920 125,241

51,143 13,431 13,426 51,148 18,014 17,985 51,177

7,303 1 300 7,004 1,001 0 8,005

7,805 0 0 7,805 0 0 7,805

10,741 1 0 10,742 2 4,500 6,244

1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000

2,365,600 0 0 2,365,600 0 354,730 2,010,870

434,115 379,987 302,100 512,002 308,831 276,382 544,451

469,859 263,088 225,000 507,947 260,090 195,580 572,457

150,001 50,015 0 200,016 50,021 0 250,037

150,001 100,042 0 250,043 50,053 0 300,096

0 3,064 0 3,064 6,515 3,000 6,579
6,028,734 809,805 755,226 6,083,313 694,597 974,497 5,803,413

8,997,561 810,344 1,905,226 7,902,679 945,669 1,574,497 7,273,851

255,679 26 80,000 175,705 26 104,000 71,731

61,839 7 734 61,112 7 36,629 24,490

21,654 7,843 7,150 22,347 1 15,440 6,908
339,172 7,876 87,884 259,164 34 156,069 103,129

9,336,733 818,220 1,993,110 8,161,843 945,703 1,730,566 7,376,980
○定額運用基金

災害資金貸付基金 20,000 350 350 20,000 0 0 20,000

奨学資金運用基金 43,566 4,000 0 47,566 5,000 0 52,566

2,000 0 0 2,000 0 0 2,000
65,566 4,350 350 69,566 5,000 0 74,566

9,402,299 822,570 1,993,460 8,231,409 950,703 1,730,566 7,451,546

収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金

合 計

合計（積立基金＋定額運用基金）

積立金 取崩額
令 和 ２ 年 度 末
現 在 高 見 込

平 成３ ０年 度末
現 在 高

令和元年度 令 和 元 年 度 末
現 在 高

令和２年度（見込み）

積立金 取崩額
区 分

合 計

計

特
別
会
計
分

国民健康保険財政調整基金

介護給付費準備基金

松永記念館維持管理基金

原の辻遺跡保存整備基金

ふるさと市町村圏基金

合併振興基金

農業機械銀行特別会計減価償却基金

計

老人ホーム事業施設整備基金

中山間ふるさと活性化基金

栽培漁業振興基金

沿岸漁業振興基金

教育振興基金
一
般
会
計
分

財政調整基金

減債基金

特
定
目
的
基
金

地域振興基金

地域福祉基金

ふるさと応援基金

過疎地域自立促進特別事業基金

本庁舎建設基金

学校施設整備基金

壱岐市森林環境譲与税基金

小 計

平 成 ３ ０ 年 度 末
現 在 高

令和元年度 令 和 元 年 度 末
現 在 高

令和２年度（見込み） 令 和 ２ 年 度 末
現 在 高 見 込積立金 取崩額 積立金 取崩額

区 分

基　　金　　の　　状　　況　（見込み）

5



【参考資料】

令和２年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）

が充てられる社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 303,225 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 4,056,123 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国(県)
支出金

市　債 その他

引上げ分の地方
消費税
（社会保障財源
化分の市町村交
付金）

その他

障害者福祉事業 1,072,414 759,858 0 1,100 41,454 270,002

高齢者福祉事業 76,569 0 0 11,839 8,615 56,115

児童福祉事業 11,408 150 0 8,090 422 2,746

母子福祉事業 1,936 937 0 0 133 866

生活保護扶助事業 778,931 598,835 0 27,101 20,363 132,632

小 計 1,941,258 1,359,780 0 48,130 70,987 462,361

介護保険事業 594,295 41,791 0 20,300 70,834 461,370

国民健康保険事業 288,230 151,849 0 0 18,152 118,229

小 計 882,525 193,640 0 20,300 88,986 579,599

高齢者医療事業 547,568 90,592 0 21,715 57,932 377,329

疾病予防対策事業 118,427 5,205 0 38,520 9,943 64,759

医療提供体制確保事業 566,345 0 0 0 75,377 490,968

小 計 1,232,340 95,797 0 60,235 143,252 933,056

4,056,123 1,649,217 0 128,665 303,225 1,975,016

社
会
保
険

保
健
衛
生

合計

事業名 事業費

財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般 財 源

社
会
福
祉

6
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